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名の振り仮名

振り仮名

氏

氏の振り仮名

の届出が可能な方

法務

ホウム

法務 太郎

料金後納

郵便

重要

親展

×××ー△△△△

●●県●●市●● X丁目X番X号

□□ □□ 様

郵便用カスタマーバーコード印刷領域

【必ず開封してください】

お問い合わせ番号 バーコード（※１）

〈差出人〉

堺市●区役所 市民課（※２）

〒×××ー△△△△

大阪府堺市●区●●●X丁X番X号

〈返戻先〉

堺市戸籍振り仮名事務処理センター

〒587ー0002

大阪府堺市美原区黒山167番地9

美原区役所別館２階

矢印からゆっくりはがしてご覧ください。

本通知の内容に関するお問

い合わせは下記まで

堺市戸籍振り仮名

コールセンター

072-××××-×××

受付時間

9：00～17：30

（土・日・祝日除く）

戸籍に記載される振り仮名の通知書

令和７年〇月〇日

堺市●区長（※３）

戸籍法の改正により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

この通知に記載された振り仮名を必ずご確認ください。

記載されている振り仮名が誤っている場合には、令和8年5

月25日までに、裏面の方法で必ず正しい振り仮名の届出を

してください。

振り仮名に相違がない場合には、届出は不要です。令和8

年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのま

ま戸籍に記載されます。

※氏の振り仮名の届出が可能な方が複数人記載されている場合は、先に届

出をされた振り仮名が記載されます。

①

②

③

④

右のコードは目の不自由な方のための音声コードで

す。戸籍への振り仮名記載についてのお知らせと、ご

自身の振り仮名に関する情報を音声でお知らせしま

す。読み取りには専用のアプリが必要です。

（「Uni-Voiceアプリ／Uni-Voice Blindアプリ」)

音声コード

表面

お問い合わせ先

本籍

氏の振り仮名

堺市●区●●●町●丁●●●番地

※本通知に記載している戸籍の内容は、令和7年5月26日時点の記載内

容をもとに作成しています。

名

振り仮名

名

振り仮名

名

振り仮名

名

振り仮名

太郎

タロウ

京子

キョウコ

正

タダシ

ゆり

ユリ

名の振り仮名

の届出が可能な方

①～④の方が個別に届出可能です。

（未成年者については、親権者からの届出も可

能です。）

※戸籍に５名以上記載されている場合、通知を分けて作成しています。



振り仮名の届出方法について

裏面

よくあるお問い合わせ

お知らせした振り仮名に相違がある場合は、令和8年5月25

日までに、正しい振り仮名の届出をしてください。

届出は、届書の記載が不要となるマイナポータルからの届出が

便利です。マイナポータルでの届出が困難な場合は、郵送また

は最寄りの市区町村窓口（戸籍担当）で届出をしてください。

振り仮名に相違ない場合は届出は不要です。

３ 最寄りの市区町村で届出をする場合

最寄りの市区町村の窓口で届出をすることも可能です。

お越しいただいた際に届書の記載もしくは上部QRコードか

ら本市ホームページにアクセスし、届書の印刷・記入をして

からお越しください。なお、お越しいただく際には、この通知

をお持ちいただくと手続きがスムーズです。

２ 郵送により届出をする場合

郵送により届出をすることも可能です。下部QRコードから

本市ホームページにアクセスし、届書の印刷・記入をしてか

ら下記の郵送先までお送りいただきますようお願いいたしま

す。（郵送費用は申請者様のご負担となります）

【郵送先】

〒587ー0002 大阪府堺市美原区黒山167番地9

美原区役所別館２階

堺市戸籍振り仮名事務処理センター あて QR

1 マイナポータルから届出をする場合（※４・５）

Q1 問い合わせ内容

A 回答

Q2問い合わせ内容

A 回答

Q3問い合わせ内容

A 回答

Q4問い合わせ内容

A 回答

Q5問い合わせ内容

A

イラスト
１ 事前準備

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

２ ログイン

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

３ 申請

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

４ フリガナの確認・届出対象の選択

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

QR
マイナポータルからの届出方法は、右の二次元バー

コードから動画で確認できます。

印字する問い合わせ及び回答の文言内容は契約後調整

※各設問ごとに100～200字程度の印字を想定

堺市区役所内 特設窓口のご案内

令和７年７月１日～同年１０月３０日まで、各区役

所に届出窓口を開設します。

堺区：堺区役所〇階〇〇横

中区：中区役所〇階〇〇横

東区：東区役所〇階〇〇横

西区：西区役所〇階〇〇横

南区：南区役所〇階〇〇横

北区：北区役所〇階〇〇横

美原区：美原区役所〇階〇〇横

イラスト

イラスト

イラスト

郵
便

は
が

き



※１お問い合わせ番号は数字とバーコード形式で印字すること。

※２差出人欄は、戸籍人の本籍地のある区ごと（７区）に内容を分けて印字すること。

※３※２と同様に印字内容を区ごとに変更すること。

※４マイナポータルからの届出の方法について、図などを用いわかりやすい説明を盛り込むこと。(図は４～５個程度。説明文はそれぞれ50～

150字程度を想定）

※５その他デザインはユニバーサルデザインに配慮し、内容が伝わりやすいデザインとすること。


